
10令和 3年 5月号

きょういく通信
大山町教育委員会事務局
0859‐54‐5211

子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て

▲新しい園の完成を祝いテープカット

　
役
場
大
山
支
所
敷
地
内
に
、0
歳
児（
生

後
６
か
月
）
か
ら
２
歳
児
を
対
象
と
し
た

小
規
模
保
育
所
「
大
山
ひ
め
ぼ
た
る
保
育

園
」（
定
員
19
人
）
が
完
成
し
ま
し
た
。

　
３
月
23
日
に
竣
工
式
が
行
わ
れ
、
工
事

関
係
者
や
園
名
考
案
者
の
谷
岡
文
子
さ
ん

ら
に
感
謝
状
を
贈
り
ま
し
た
。
ま
た
、
園

舎
前
で
の
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
の
際
は
、
大
山

き
ゃ
ら
ぼ
く
保
育
園
の
園
児
た
ち
も
駆
け

つ
け
、
新
し
い
保
育
園
の
完
成
を
祝
い
ま

し
た
。

　

園
名
の
「
大
山
ひ
め
ぼ
た
る
保
育
園
」

に
は
、
大
山
に
生
息
す
る
ヒ
メ
ボ
タ
ル
の

幼
虫
が
キ
ャ
ラ
ボ
ク
の
根
元
で
成
長
し
、

や
が
て
光
を
放
つ
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
輝
き
、
周
り
を
明
る
く
照

ら
す
存
在
に
な
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
少
人
数
の
低
年
齢
児
を
対
象
と
し
た
小

規
模
保
育
所
の
特
性
を
活
か
し
、
落
ち
着

い
た
雰
囲
気
の
中
で
、
一
人
ひ
と
り
の
成

長
に
合
わ
せ
た
保
育
を
行
い
ま
す
。

「
大
山
ひ
め
ぼ
た
る
保
育
園
」
開
園

　
建
築
主
体
工
事
を
請
け
負
っ
た
松
岡
建

設 

有
限
会
社
（
前
野
祐
哉 

代
表
）
様
か

ら
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
１
台
を
寄
贈
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

病児保育・病後児保育・一時保育の制度を４月から一部変更しました

問　幼児・学校教育課　幼児教育室　 0859－54－5219　

≪病児保育≫
　◆対象児童の範囲が拡大

≪病後児保育≫
　◆対象児童の範囲が拡大

≪一時保育≫
　　◆次のいずれかに該当する児童が対象になります。
　　　1．町内に住所を有し、保育所等に在籍していない児童
　　　2．�保護者の里帰り出産のために一時的に町内に滞在する児童（保育所等に在籍している児童も対象

です。）※利用期間は、出産予定日から起算して8週前の日から、出産日から起算して8週後の日
までです。

　生後６週から小学校６年生まで
　（保育所等に入所していない児童も利用可）

　保育所等に入所していない児童も利用可

　生後６週から小学校３年生まで
　（保育所に入所している児童）

　保育所等に入所している児童

➡

➡
保
育
に
役
立
て
て

＜変更後＞

＜変更後＞

＜変更前＞

＜変更前＞


